
公 告 第 ２２ 号 

令和６年４月１８日 

 

入 札 公 告 

 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊金沢駐屯地 

第３３６会計隊長 中平 友則 

 

 

下記のとおり一般競争入札（売払）を行います。 

 

記 

１ 競争入札に付する事項 

 (1) 件  名：金属屑（売払い） 

 (2) 引渡場所：陸上自衛隊金沢駐屯地（石川県金沢市野田町１－８） 

 (3) 引渡期限：令和６年６月１４日（代金納付の日から５日以内） 

 (4) 売払物品： 

件  名 規  格 単位 数量 備 考 

金属屑 仕様書のとおり 式 1  

 

２ 入札参加資格 

 (1) 令和４・５・６年度全省庁統一競争参加資格「物品の買受け」の格付けで、東海・北陸 

  地域の資格を有し、「Ｃ等級」以上に格付けされた者。又は同全省庁統一競争参加資格を申請

中の場合、申請中の旨を入札時に証明できる者 

 (2) 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。 

  なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得てい 

  るものは、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

 (3) 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

 (4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 (5) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する工事等から排除するよう要請 

  があり、当該状態が継続している有資格業者については、競争参加を認めない。 

 (6) 入札後、契約を締結するまでの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が 

  発注する工事等から排除するよう要請があり、当該状態が継続している有資格業者とは契 

  約を行わない。 

(7) 入札者心得に定める「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約を行わない者の競争 

  参加を認めない。 

 (8) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等 

  及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の 

  者でないこと。 

 (9) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当 

  該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする 

  者でないこと。 

(10) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを 

  得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。  

 

３ 契約条項等 

(1)    契約条項等を示す場所 

  仕様書及び契約心得等については、陸上自衛隊金沢駐屯地第３３６会計隊契約班において



示す。 

(2) 適用する契約条項 

  駐屯地用標準契約書に示す、「不用物品売払契約条項」、「談合等の不正行為に関する特約

条項」、「暴力団排除に関する特約条項」とする。 

 

４ 入札説明会 

  実施しない。 

   ただし、紛争防止のため売払物品の現場確認を確実に入札日までに実施すること。日程

調整は事前に下記連絡先第１１項第６号イの担当者へ連絡して個別に実施する。 

  なお、現場確認は土日・祝日を除く０８：１５～１７：００の間に限る。 

 

５ 競争入札執行の日時及び場所 

 (1) 日 時：令和６年５月１７日（金）１３時３０分 

 (2) 場 所：陸上自衛隊金沢駐屯地幹部食堂 

 

６ 保証金に関する事項 

 (1) 入札保証金及び契約保証金：免 除  

 (2) 違約金 

   落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が 

  契約締結に応じないものとみなし、落札価格に数量を乗じた金額の１００分の５に相当す

る金額を違約金として徴収し、契約者が契約を履行しない場合には、契約金額を乗じた金

額の１００分の１０以上の金額を違約金として徴収する。 

 

７ 入札の無効 

 (1) 第２項で示した競争に参加する者に必要の資格が無い者の入札 

 (2) 入札に関する条項に違反した入札 

 (3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別しがたい入札 

   ※ 押印を省略する場合は押印に代えて、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記入し 

   て下さい。 

 (4) 電報・電話・ＦＡＸ等による入札、入札開始時間に間に合わなかった入札書は不可とす 

  る。 

 (5) 入札者等が実施した「暴力団排除に関する誓約事項」に基づく誓約に虚偽があった場合 

  の入札 

 

８ 契約書の作成 

  落札価格決定後、遅滞なく契約書を作成する。 

 

９ 落札決定方法 

  総額決定（消費税抜き） 

   落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１０％に相当する額を 

  加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるもの 

  とする）をもって落札（決定）金額とするので、入札者は消費税、地方消費税の課税事業 

  者、免税事業者であることに拘わらず入札書には、見積もった金額の１１０分の１００を 

  記載すること。 

  入札金額が当隊所定の予定価格以上の最高価格（買受価格）の入札者を落札者とする。 

  なお、落札者となるべき最高価格入札が２以上ある場合は抽選により落札者を決定する。 

 

１０ 所有権の移転 

   当該物件の引渡しが完了したとき。 

 

１１ その他 



 (1) 契約の成立時期は、契約書に双方が記名押印した時とする。 

 (2) 入札へ参加を希望する者は入札参加申込票及び「資格審査結果通知書の写し」を入札日 

  前日までに提出すること。（ＦＡＸ可） 

 

 (3) 代理人により入札に参加するものは、入札時委任状を提出すること。 

 (4) 郵送による入札の場合は、入札日前日までに必着となるよう発送すること。なお、郵送 

  による場合は、事前に連絡し、便着を確認すること。また、再度の入札となった場合は、 

  別途連絡する。 

 (5) この入札に関する公告は、 

   陸上自衛隊金沢駐屯地 第３３６会計隊 

   陸上自衛隊鯖江駐屯地 第３３６会計隊鯖江派遣隊 

   陸上自衛隊富山駐屯地 第３３６会計隊富山派遣隊  に掲示しています。 

   また、陸上自衛隊中部方面隊ホームページ 

      httpｓ://www.mod.go.jp/gsdf/mae/mafin/に掲載しています。 

 (6) 問い合わせ及び連絡先 

  ア 入札及び契約に関する事項 

     〒９２１-８５２０ 石川県金沢市野田町１-８ 

     陸上自衛隊金沢駐屯地 第３３６会計隊 契約班  担当：櫻井 

     ＴＥＬ ０７６-２４１-２１７１（内線 ３４９） 

     ＦＡＸ ０７６-２４１-２３７４ 

  イ 規格及び仕様及び現物確認に関する事項 

     陸上自衛隊金沢駐屯地 業務隊 補給科  担当： 面（ﾎﾎﾂｷ） 

     ＴＥＬ ０７６-２４１-２１７１（内線 ３２４） 



調達要求番号０００３ 

 

１ 総則 

（１） 適用範囲 

この仕様書は、陸上自衛隊金沢駐屯地において売り払いする「一般金属屑各種売り 

払い」について規定する。 

（２） 用語及び定義 

    この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、 ＧＬＴ-ＣＧ-Ｚ０００００ 

１Ｚによる。 

ア 一般金属屑  

一般的に称するところの鉄スクラップ類であり、建設機械（車両並びに重機等）

類や使用済み自動車を除く。 

イ 各種  

(ア) 鉄屑（Ｈ１） 

          厚さ６ｍｍ程度または６ｍｍ以上で主体が鉄の製品や部品屑を基準とする。 

(イ) 鉄屑（Ｈ２） 

      厚さ３ｍｍから６ｍｍ程度で主体が鉄の製品や部品屑または本項(ア)で異種

金属を多少含むものを基準とする。 

(ウ) 鉄屑（Ｈ３） 

         厚さ１ｍｍから３ｍｍ程度で主体が鉄の製品や部品屑または本項(イ)で異種

金属を多少含むものを基準とする。 

(エ) 鉄屑（級外） 

         厚さ１ｍｍ以下で主体が鉄の製品や部品屑または本項(ウ)で異種金属を多少

含むもの並びに多くの異種金属と混合または付着物（樹脂）が残存する製品や部

品屑を基準とする。 

(オ) 鉄屑（その他）小型家電屑 

         電子レンジや扇風機等家電リサイクル法管轄外の各種家電製品類で、解体等が

なされていないものを指す。 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

一般金属屑各種売り払

い 

０００３ 

大 臣 承 認  

作 成 令和６年 ４月 ２日 

変 更  

作成部隊等名 金沢駐屯地業務隊 



 

(カ) 鉄屑（その他）モーター屑 

      分解が困難で、目安として家電類内に実装されているサイズを超える大きさ 

のモーター類を指す。 

(キ) 鉄屑（その他）小モーター・トランスコア等コイル含有屑 

分解が困難な小型のモーターやトランスコアで、銅コイルを有するものを指 

す。 

(ク) 鉄屑（その他）機械雑品屑 

解体困難な小型家電類以外の発電機やポリッシャー等小型～中型の機械類（工

業雑品類）であり、無分解か部分的分別後のいずれかはそれぞれの個体による。 

(ケ) 鉄屑（その他）プリント基盤屑 

解体の際に分別された各種器材等の基盤類で、電子部品類の実装状態はそれぞ

れの個体による。 

(コ) 鉄屑（乾式コンデンサ屑）ＰＣＢ含有証明不要タイプ 

解体器材から回収された絶縁油を構造的に有しないネジ端子型アルミニウム電

解コンデンサであり、その型番が判明しており、開示情報からＰＣＢまたは他の

有害物質の有無並びに電解液の種類などが確認可能であり、商材として扱いうる

ものを指す（資料あり）。細部は調達要領指定書で示す。 

(サ) 鉄屑（安定器屑）ＰＣＢ含有証明不要タイプ 

   照明器具関連工事で回収された安定器であり、型番が判明しており、開示情報から

ＰＣＢを含有していないことが確認でき、商材として扱いうるもの（資料あり）。細部

は調達要領指定書で示す。 

(シ) 鉄屑（変圧器屑）要ＰＣＢ証明タイプ 

構造的に絶縁油を伴う形式の変圧器であり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処

理の推進に関する特別措置法に基づきＰＣＢ含有量検査が必要で、その結果含有なし

とされ商材として扱いうるものを指す（ＰＣＢ含有試験報告書あり）。細部は調達要

領指定書で示す。 

(ス) 鉄屑（コンデンサ屑）要ＰＣＢ証明タイプ 

 構造的に絶縁油を伴う形式のコンデンサであり、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適 

正な処理の推進に関する特別措置法に基づきＰＣＢ含有量検査が必要で、その結果含

有なしとされ商材として扱いうるもの（ＰＣＢ含有試験報告書あり）。細部は調達要

領指定書で示す。 

(セ) 鉄屑（その他）磁石、磁石含有または磁性体屑 

    主としてモーターコア内部からの抽出物や構造上磁性体を含有または磁性体が付

着する鉄屑類であり、保管の特性上他の鉄屑類とは別分類としたものを指す。 

(ソ) 鉛屑 



     鉛バランサや鉛管他鉛単体の金属屑並びに鉛が付着する金属屑を指す。 

(タ) 鉛付鉄屑 

     鉛部分が付属し分別困難な鋳鉄管屑であり、鉄部分の重量が鉛部分に比較して

相当量あるため、本項(ソ)とは別分類としたものを指す。 

(チ) アルミニウム屑 

     主体がアルミニウムの金属製品並びに部品屑類を指す。 

(ツ) ステンレス屑 

     主体がステンレス屑の金属製品並びに部品屑類を指す。 

(テ) マグネシウム合金屑 

     主体がマグネシウム合金の金属製品並びに部品屑類を指す。 

(ト) 青銅屑 

     主体が青銅の金属製品並びに部品屑類を指す。 

（ナ） 黄銅屑 

        主体が黄銅の金属製品並びに部品屑類を指す。 

（二） 銅屑（下） 

        本項目（ト）または（ナ）であると判別できない主体が銅の金属屑類であり、

リン青銅等の銅合金類を含む他、鉄スクラップ取り扱い者によってはその他の分  

類名称で取り扱いうる銅屑を含む。 

（ヌ） 銅屑（下）コイル屑単体 

       モーター、トランス、オルタネーター屑等から摘出したコイルのみを集積した

ものを特に本項（二）と別分類したものである。 

（ネ） ビニール被覆有電線屑 

       ＡＣ家電線等各種器材給電線屑を指す。 

（ノ） 被覆有導線屑 

       ハーネス類や各種信号線屑を指す。 

（ハ） 給湯器屑 

       工事の際に回収された小型の湯沸し器や給湯器並びにバランス釜類を指す。 

（ヒ） 自動車触媒屑（ディーゼル） 

 ディーゼル車両整備等で発生したもので、触媒含有部分並びに同部分が結合し

たマフラー屑を指す。 

   （フ） 大型機械屑 

     撤去及び運搬作業に複数の作業員及び機械力が必要な機械設備であり、陸上自

衛隊の他の通達または規則により別途処分に関する統制がなされているものを除

くものを指す。その細部は調達要領指定書で示す。 

（へ） 混合屑（蛍光灯器具がら） 

    庁舎設備関連工事によって排出された蛍光灯器具屑から電球及び安定器が除去



され、商材として扱いうる状態となったものを指す。その細部は調達要領指定書

で示す。 

（３） 売払い 

ア 売払い金属屑各種の細部 

調達要領指定書によって示す。 

  イ 金属屑各種の分類について 

    金沢業務隊の発注した工事を請け負った事業者が分類したもの並びに金沢駐屯地

において、屑排出所掌及び屑管理所掌が金属組成分析用の器財等を使用しない目視、

磁性の有無並びに切削等一般的な作業の範囲で判断された分類である。 

（４） 引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この

仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

ア 仕様書 

ＧＬＴ-ＣＧ-Ｚ０００００１Ｚ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

イ 法令等 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年

法律第６５号） 

（５） 関連文書 

不用決定した物品（供与品を除く。）の売払いについて（通達）［陸幕４第２７

５号（４４．１０.１）］ 

 

２ 一般的事項 

  この仕様書に規定していない事項は、産業廃棄物及び有害化学物質規制に関する法律及

び条令等、並びに商習慣によるものとし、細部は係官との協議による。  

 

３ 売り払いに関する要求 

（１） 引渡し 

ア 全般 

契約の相手方は、引渡し場所から搬送するものとする。 

イ 引渡し実施場所  

陸上自衛隊金沢駐屯地指定集積所、屋内保管場所並びに屋外集積箇所 

（２） 特別の書類を伴う屑 

     トランス屑、安定器屑でポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する

特別措置法に基づき、含有のないことの証明が必要なものはＰＣＢ含有量試験証明

書を当該屑に添える。 

（３） 引渡し期間 



令和６年６月１０日～令和６年６月１４日とし、細部は係官との協議による。 

（４）  引渡し時間 

０９００～１６００を基準とし、細部は係官との協議による。 

 

４ 引渡の証明書類に関する事項 

（１） 受領書の交付 

作業実施日において、官側の定める書類（受領書）を２部交付する。 

（２） 受領書の送付 

契約相手方の代表者は、受領書２部に必要事項等を記載し、１部を保管し１部を引

取作業から２週間以内に官側担当へ送付するものとする。 

 

５ その他の指示 

（１） 立ち入り制限 

契約相手方の、官側に指示された場所以外への立ち入りを禁ずる。 

（２） 収集作業前の実施事項 

      収集前に、売り払い代金納入後に官側が発行する代金納付受領書を官側に提示する 

ものとする。 

（３）収集作業従事車両及び収集作業者情報の通知 

ア 基本事項 

駐屯地警備及び駐屯地内作業に関係する駐屯地内の調整を円滑にするため、作業 

実施日前（収集作業従事日の２日前までを基準とする）までに収集作業従事車両の

車格及びナンバー、それらの台数及び収集作業従事者の名称を通知するものとする。 

  イ 通知先 

    陸上自衛隊金沢駐屯地 業務隊補給科補給班 

 

６ 収集作業に関する指示 

（１） 立会  

作業は全て官側の立会の下に実施しなければならない。 

（２） 安全管理 

安全管理には, 万全を期することとする。 

 



品　　　   　　名

仕　様　書　番 号

指　定　事　項

　売払い金属屑の種類ごとの数量（重量）等は下記のとおり

(ア) 鉄屑（Ｈ１） 重量

　可能な範囲で分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内及び駐屯地外集積

箇所とする。

(イ) 鉄屑（Ｈ２） 重量

　可能な範囲で分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内及び駐屯地外集積

箇所とする。

(ウ) 鉄屑（Ｈ３） 重量

　可能な範囲で分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内及び駐屯地外集積

箇所とする。

(エ) 鉄屑（級外） 重量

　可能な範囲で分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内及び駐屯地外集積

箇所とする。

(オ) 鉄屑（その他）小型家電屑 重量

　分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内集積所とする。

(カ) 鉄屑（その他）モーター屑 重量

　可能な範囲で分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内集積所とする。

(キ) 鉄屑（その他）小モーター・トランスコア等コイル含有屑

重量

　可能な範囲で分別し、屋内保管中。　引渡し場所は駐屯地内集積所

とする。

(ク) 鉄屑（その他）機械雑品屑 重量

　分別集積中。　引渡し場所は駐屯地内集積所とする。

(ケ) 鉄屑（その他）プリント基盤屑 重量

　品位保持及び鉛等溶出防止の為屋内保管中。集積回路、コンデンサ

他各種電子部品実装状態は目視可能。

(コ) 鉄屑（乾式コンデンサ屑）ＰＣＢ証明不要タイプ 重量

　ＡＩＣＴＥＣＨ　ネジ端子型アルミニウム電解コンデンサ　

　型番ＨＣＧＦ５Ａ形 ＰＣＢ含有無し　主溶媒：エチレングリコール

４０７ＫＧ

４４ＫＧ

６ＫＧ

１ (２)

２６１８ＫＧ

３３６７ＫＧ

２５７６ＫＧ

１７６０５ＫＧ

１４ＫＧ

別　表

調達要領指定書

調達要求番号

調達要求年月日

５ＫＧ

作成部隊

作成年月日 　　　　　　　 　  ６．４．２

一般金属屑売払い

８０ＫＧ

3

売払命令番号第０００３号

　　　　　　　 　  ６．４．２

金沢駐屯地業務隊



指　定　事　項 　ＲｏＨＳ適合（ＲｏＨＳ規制１０物質含まず）＊メーカー資料による。

　個数 ４個。屋内保管中。引渡場所は駐屯地内集積場とする。

(サ) 鉄屑（安定期屑）ＰＣＢ証明不要タイプ 重量

a) 種類：水銀灯安定器

　aa) 型番等：東芝（ライテック）２．５ＨＣ－２０２５ＨＷ－ｂ　２個

　　　ＰＣＢ含有無し　＊メーカー資料による。

　ab) 型番等：ナショナル　ＹＺ４０１１１４１０－Ａ型　４個

　　　ＰＣＢ含有無し　＊メーカー資料による。

b) 保管場所等：屋内保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(シ) 鉄屑（変圧器屑）要ＰＣＢ証明タイプ 重量

a) 種類等：三相変圧器　東芝製　１台

　aa)試験報告書Ａ２２０２８３３－００３号（令和４年９月２８日）

　ab)試験結果:０．１５ＭＧ／ＫＧ未満

b) 種類等：単相変圧器　1台

　ba)試験報告書：Ａ２２０２８３３－００４号（令和４年９月２８日）

　bb)試験結果:０．１５ＭＧ／ＫＧ未満

c) 種類等：三相変圧器　愛知電機製　1台

　ca)試験報告書：Ａ２２０２８３３－００１号（令和４年９月２８日）

　cb)試験結果:０．１５ＭＧ／ＫＧ未満

d) ア～ウの保管場所等：屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場。

(ス) 鉄屑（コンデンサ屑）要PCB証明タイプ 重量

a) 種類等：高圧進相コンデンサ　ＡＦ６６２２４０ＫＣ５　ニチコン製

　1個

b) 試験報告書：Ａ２２０２８３３－００２号（２０２２年９月２８日）

c) 試験結果０．１５ＭＧ／ＫＧ未満

d) 保管場所等：屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(セ) 鉄屑（その他）磁石・磁石含有・磁性体屑 重量

　屋内保管中。引渡場所は駐屯地内集積場とする。

(ソ) 鉛屑 重量

　形状等で可能な範囲で分別し、屋外集積中。

　引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(タ) 鉛付鉄屑 重量

　屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(チ) アルミニウム屑 重量

　付着物あり・なし等可能な範囲で分別し屋外保管中。

　引渡し場所は駐屯地内及び駐屯地外集積場とする。

５ＫＧ

１５ＫＧ

５５ＫＧ

７２ＫＧ

７３７ＫＧ

別　表

３０ＫＧ

７９０ＫＧ



指　定　事　項 (ツ) ステンレス屑 重量

　付着物あり・なし等可能な範囲で分別し屋外保管中。

　引渡し場所は駐屯地内及び駐屯地外集積場とする。

(テ) マグネシウム合金屑 重量

　屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(ト) 青銅屑 重量

　種類等ごと可能な範囲で分別し屋外保管中。

　引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(ナ) 黄銅屑 重量

　付着物あり・なし等可能な範囲で分別し屋外保管中。

　引渡し場所は駐屯地内及集積場とする。

(ニ) 銅屑（下） 重量

　付着物あり・なし等可能な範囲で分別し屋外保管中。

　引渡し場所は駐屯地内及集積場とする。

(ヌ) 銅屑（下）コイル屑単体 重量

　品位保持の為屋内保管中。引渡し場所は駐屯地内及集積場とする。

(ネ) ビニール被覆有電線屑 重量

　品位保持の為屋内保管中。ある程度規格毎分別集積中。

　引渡し場所は駐屯地内及集積場とする。

(ノ) 被覆有導線屑 重量

　品位保持の為屋内保管中。ある程度規格毎分別集積中。

　引渡し場所は駐屯地内及集積場とする。

(ハ) 給湯器屑 重量

a) 給湯器等の種類及びその数

　aa) 小型湯沸し器　8台

  ab) 給湯器　16号　80台

　ac) 給湯器　24号　8台

　ad) バランス釜　24台

b) 保管場所等：屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(ヒ) 自動車触媒屑（ディーゼル） 重量

　　個数：6個。屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(フ) 大型機械屑 重量

a) 元となる器財の種類とその数　温水ボイラ　1台

b) 元となる器財を構成する機械ユニット類

　aa) 貯湯装置　ＥＸ５５５Ｔ－６（住友電気）

　ab) マグネットポンプ　ＰＭＤ－１５３１ＢＳＵ（三相電気）

５ＫＧ

６２ＫＧ

３３７０ＫＧ

４０ＫＧ

５４ＫＧ

別　表

６４９ＫＧ

３４ＫＧ

９１３ＫＧ

９ＫＧ

１０２ＫＧ

３ＫＧ



指　定　事　項 　ac) 温水循環ポンプ　形式等目視確認できず

　ad) ガス加熱装置　ＥＸ－８８０Ｎ（タカラベルモント）

　ae) その他、断熱シート内に目視できないユニットを有する

c) 機器の寸法及び様態:２×1メートル弱未分解状態

d) 保管場所等：屋外保管中。引渡し場所は駐屯地内集積場とする。

(ヘ) 混合屑（蛍光灯器具がら） 重量

a) 器具がらの元となる製品：東芝蛍光灯器具　

　ＦＬＤ－１３７７（Ｖ－ＥＬ）

b) がらの個数：１２１個程度

c) がらの様態　電球、安定器等が除去された未分解の状態

d) がら1個あたりの材料別内訳（分解し計量した数値）

　da) 鉄屑（級外）０．１４ＫＧ

　db）アルミニウム屑　０．２ＫＧ

　dc）銅屑（下）０．０１ＫＧ

　dd）鉄屑（その他）プリント基盤屑　０．０１ＫＧ

　de）無価値品（廃プラスチック類）０．０４ＫＧ

4

　　提出書類の提出先は金沢駐屯地業務隊　補給科　補給班とする。

４８ＫＧ

別　表



指　定　事　項 蛍光灯器具がら 重量

　ア　器具がらの元となる製品　東芝蛍光灯器具　FLD-1377（V-EL）

　イ　がらの個数　 １２１個程度

　ウ　がらの様態　電球、安定器等が除去された未分解の状態

　エ　がら1個あたりの材料別内訳（分解し計量した数値）

　（ア）鉄屑（級外）0.14KG

　（イ）アルミニウム屑 0.2KG

　（ウ）銅屑（下）0.01KG

　（エ）鉄屑（その他）プリント基盤屑　0.01KG

　（オ）無価値品（廃プラスチック類）0.04KG

１.　3.　2　

　補足　

　　各種金属屑の分別等は、官側が恒常業務において通常可能な範囲である。

4

　　提出書類の提出先は金沢駐屯地業務隊　補給科　補給班とする。

別　表
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                         申込日年月日：  ．  ．   

入札参加申込票 

 

公 告 年 月 日 令和 ６年 ４月１８日 

件 名 金属屑 売払い 

入 札 日 時 令和 ６年 ５月１７日：１３時３０分 

入 札 場 所 陸上自衛隊金沢駐屯地幹部食堂 

   

会 社 名  

電 話 番 号  

Ｆ Ａ Ｘ 番 号  

メールアドレス  

担 当 者 名  

入札参加方法 
（該当する欄に〇

をして下さい） 

持  参 郵  便 

  

 

注意事項等 

１ 入札に参加を希望する場合は本申込票に「参加に必要となる資格が確認できる通知書等 

 の写し」を添えて下記の３の連絡先までＦＡＸしてください。 

２ 入札書を郵送する場合 

  入札書は内封筒に入れ、その内封筒に会社名、入札日時、件名及び入札書在中と朱書きに 

より明記して郵送し、発送者の責により到着の確認を実施してください。 

 また、外封筒には公告の件名、入札日を明記して下さい。 

３ 連絡先 

  第３３６会計隊 契約班 担当：櫻井 

  ＴＥＬ ０７６－２４１－２１７１（内線：３４９） 

  ＦＡＸ ０７６－２４１－２３７４ 

４ 入札書等について 

  参加申込確認後、メールまたはＦＡＸの方法にて該当する入札の入札書を送付致します。 



金額￥ ―

単　位 数　量 単　価

式 1

　上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札

いたします。

　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団

排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　６年　５月　１７日

分任契約担当官

陸上自衛隊金沢駐屯地

第３３６会計隊長　中平　友則　　　殿

住　　 所

会 社 名

代表者名

引渡場所

入札（契約）保証金 免　　除

陸上自衛隊金沢駐屯地
引渡期限

（令和６年６月１４日までに搬出）

代金納付の日から５日以内

以下余白

入　　　　札　　　　書

売払要求番号 契約実施計画番号

品　　　名 規　　　格 金　　　額

消費税抜き

金属屑 仕様書のとおり



金額￥ ―

単　位 数　量 単　価

式 1

　上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札

いたします。

　また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団

排除に関する誓約事項について誓約いたします。

令和　　６年　５月　１７日

分任契約担当官

陸上自衛隊金沢駐屯地

第３３６会計隊長　中平　友則　　　殿

住　　 所

会 社 名

代表者名

引渡場所 陸上自衛隊金沢駐屯地
引渡期限 代金納付の日から５日以内

入札（契約）保証金 免　　除 （令和６年６月１４日までに搬出）

以下余白

品　　　名 規　　　格 金　　　額

金属屑 仕様書のとおり

消費税抜き

入　　　　札　　　　書

売払要求番号 契約実施計画番号

石川県金沢市〇〇町□丁目△－△

株式会社 〇〇〇商事

代表取締役 □□ △△

社印 代表

者印

※ 会社印・代表者印が「お互いに重ならないように」注意して下さい。

※ 押印を省略する場合の記載例

（下記下線部について上記の「住所・会社名・代表者名」欄にご記入下さい）

住 所 ： 石川県金沢市〇〇町□丁目△－△

会社名 ： 株式会社 〇〇〇商事

責任者（代表者氏名）

： 代表取締役 □□ △△ 又は ★★営業所長 ☆☆ ☆☆ 等

責任者連絡先： ０７６－３３－１２３４

担当者名 ： 担当者：〇〇課 山 本 三 郎

担当者連絡先： 連絡先：０７６－３３－１２３４



までにFAXで返信願います。

　物品の引渡しに際して発生する輸送費等に要する費用は、買受人の負担とします。

金額￥ ―

単　位 数　量 単　価

式 1

ｋｇ 33,715

台

式 1

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊金沢駐屯地

第３３６会計隊長　中平　友則　　　殿

住　　 所

会 社 名

代表者名

※市場価格調査にご協力ください。　 ５月１５日１２時

　　　FAX番号　０７６－２４１－２３７４

市場価格調査用　見積書

消費税抜き

諸経費

金属屑 仕様書のとおり

品　　　名 規　　　格 金　　　額

金属屑 仕様書のとおり

運搬費

（内　訳）



までにFAXで返信願います。

　物品の引渡しに際して発生する輸送費等に要する費用は、買受人の負担とします。

金額￥ ―

単　位 数　量 単　価

式 1

ｋｇ 33,715 **

台 1 **,***

式 1

年 月 日

分任契約担当官

陸上自衛隊金沢駐屯地

第３３６会計隊長　中平　友則　　　殿

住　　 所

会 社 名

代表者名

②運搬費
※車両の大きさ等記入く
ださい △　**,***

③諸経費
※運搬費以外の経費を
記入してください。 △　**,***

（内　訳）

①金属屑 仕様書のとおり **,***

品　　　名 規　　　格 金　　　額

④金属屑 仕様書のとおり
④＝①-②－③

　　　**,***

※市場価格調査にご協力ください。　 ５月１５日　１２時

　　　FAX番号　０７６－２４１－２３７４

市場価格調査用　見積書

消費税抜き

※ 押印を省略する場合の記載例

（下記下線部について上記の「住所・会社名・代表者名」欄にご記入下さい）

住 所 ： 石川県金沢市〇〇町□丁目△－△

会社名 ： 株式会社 〇〇〇商事

責任者（代表者氏名）

： 代表取締役 □□ △△ 又は ★★営業所長 ☆☆ ☆☆ 等

責任者連絡先： ０７６－３３－１２３４

担当者名 ： 担当者：〇〇課 山 本 三 郎

担当者連絡先： 連絡先：０７６－３３－１２３４

石川県金沢市〇〇町□丁目△－△

株式会社 〇〇〇商事

代表取締役 □□ △△

社印 代表

者印

※ 会社印・代表者印が「お互いに重ならないように」注意して下さい。


